
    平成28年度重点施策 具体的な取組 

中国総合通信局 



 これまでのＩＣＴ街づくり実証プロジェクトの成果や地方創生に資する先進的な地域情報化の先進事例の横展
開に取り組む自治体等の初期投資・継続的な体制整備等にかかる経費を補助するほか、地方創生の推進を加
速化するためのセミナーの開催や自治体等へ地域情報化マネージャーの派遣を行います。 

≪森林資源の情報共有の例≫ 
岡山県真庭市の事例 

2014中国管内地域情報化大賞 

2015中国管内地域情報化大賞 

ＩＣＴ街づくり実証優良事例 先進的地域情報化優良事例 

平成27年度の取組として、岡山県真庭市モデル
の横展開として鳥取県三朝町における森林クラ
ウドのシステム構築に補助金を交付しました。 
また、地域マネージャー制度では、鳥取県鳥取市、
鳥取県日野町、岡山県の自治体へ地域情報化ア
ドバイザーを派遣しました。 

Ⅰ  地方創生に資するICTを活用した街づくり等の推進１ 
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 医療、教育等における地域課題を解決し、より利便性の高い社会を実現するため、普及啓発セミナー、実証
事業等によりＩＣＴの利活用を推進します。 

平成27年度の取組として、岡山市及び
広島県三原市は、スマートフォンや
CATVを利用した個人の健康管理の増
進、生活習慣病の発症を予防する実証
事業に参加しました。 

平成27年度の取組として、島根県益田市
立益田東中学校、島根県立隠岐島前高等
学校、島根県隠岐國学習センター、岡山
県立城東高等学校が、ドリームスクール
事業による実証事業に参加しました。 

Ⅰ  地方創生に資するICTを活用した街づくり等の推進２ 
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Ⅰ     地方創生に資する新たなテレワーク（ふるさとテレワーク）の普及促進 

 地方創生やライフワークバランスを実現するサテライトオフィス・テレワーク等の遠
隔勤務を普及促進するため、「ふるさとテレワーク推進事業」を通じて、企業・自治体
等を支援します。 

《ふるさとテレワーク推進事業イメージ》 
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Ⅰ    放送コンテンツの海外展開の促進 

  放送コンテンツを制作する民間事業者等と、他分野・他産業（観光業、地場産業、
他のコンテンツ等）、地方公共団体等の関係者が幅広く協力 し、「クールジャパン戦

略」、「ビジットジャパン戦略」、「地方の創生」等に資する放送コンテンツを制作、発
信するとともに、様々な連動プロジェクトを一体的に展開する取組を支援し、地域産
業の活性化を図ります。 

《放送コンテンツの海外展開による地域活性化イメージ》 
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優れた制作活動を行った個人、グループ等を発掘・表彰することにより、
地域発デジタルコンテンツの制作・流通を促進します。 

地域発デジタルコンテンツ総務大臣奨励賞 AMDアワード「リージョナル賞(総務大臣賞）」

概要

各総合通信局が主催・共催・後援しているデジタルコンテンツに関す
るコンテストの優秀作品のうち、今後の創作活動が期待される方に
対し、電波の日・情報通信月間中央式典において総務大臣奨励賞を
授与し、作品を上映。

一般社団法人デジタルメディア協会（ＡＭＤ）主催の「AMDアワード」
において、地域に根ざした新しいデジタルメディア・コンテンツの先導
的な取組を表彰する「リージョナル賞」が設けられており、総合通信
局から候補案件を推薦し、最優秀作品に対し、総務大臣賞を授与。

対象コンテンツ

・　制作当時の制作者の年齢が原則20才以下の作品。
・　パソコンを使用して加工・編集されたＣＧアニメーション、動画ＣＧ
    実写の合成映像等。
・　総合通信局が主催、共催または後援したコンテストの作品であっ
    て、各総合通信局が推薦する作品。（ただし、すでに電波の日・情
    報通信月間記念中央式典において上映された作品は除く。 ）
・　総務省が推進する政策に添った作品が望ましい。

・　地域住民を対象とし地域に根ざした情報を内容とし、住民メディア
    リテラシー向上、地域コミュニティの活性化、東京一極集中是正な
    どの観点から評価できるものであること。
・　デジタル技術を用いた作品（デジタルコンテンツ又はサービス）で
    あること。
・　1 月1 日より12 月31 日の間に制作、流通又は開始したもの。

表彰等
優秀作品のうち、今後の創作活動が期待される方に対し、総務大臣
奨励賞の表彰及び式典での上映。（※上映に当たり、著作物の使用
許可、人物等の肖像権、音楽等について問題のないもの。）

最も優れた作品を企画した個人・団体に対し、総務大臣賞として総務
大臣名により最優秀作品の表彰。（※デジタルメディア協会の審査委
員会で審査され、候補の中から1件が選ばれます。）

推薦時期 毎年３月頃 毎年１月頃

Ⅰ   地域発デジタルコンテンツの発掘 
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 我が国における公共データの活用促進、すなわち「オープンデータ」の推進は、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」
等に基づいて進められており、これまでオープンデータの公開面では一定の成果を挙げています。 
 今後は利活用面に焦点をあてオープンデータの流通及び活用を推進するため、より多くの地方公共団体等の
データ公開に加え、利活用の取り組みの普及促進を図ります。 
 
 【具体的な取組】 
  ・ オープンデータの取組課題の情報交換を目的として「地域オープンデータ推進会議」を開催するとともに、自治体、民間企業  
   及び一般を対象とするセミナーを開催して、オープンデータの推進を図ります。 
  ・ オープンデータを推進するため、「インターナショナル･オープンデータ･デイ」に参画するイベントを支援します。  

中国管内のオープンデータ提供自治体 

※ オープンデータとは 
   政府において、オープンデータとは、「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり
「人手を多くかけずに データの二次利用を可能とするもの」のことを言います。 

平成28年3月現在 

Ⅰ  オープンデータの利活用の環境整備 

我が国における公共データの活用促進、すなわち「オープンデータ」の推進は、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」
等に基づき進められており、これまでオープンデータの公開面では一定の成果を上げています。 

今後は利活用面に焦点をあてオープンデータの流通及び活用を推進するため、より多くの地方公共団体等の
データ公開に加え、オープンデータ利活用の推進を図ります。  

※ オープンデータの意義・目的 ： ①透明性・信頼性の向上 ②国民参加・官民協働の推進：③経済の活性化・行政の効率化 

年度別中国管内のオープンデータ提供自治体数 

 ※現在、オープンデータ公開の準備をしている自治体が7ある。 

 年別インターナショナル･オープンデータ･デイ参加団体数 

インターナショナル・オープンデータ・デイとは 
     世界中の国や都市などの公共機関が取り組んでいるオープンデータ  
     政策を支援し、誰もが自由に使うことができるデータの利用を促進する 
     ためのイベントを世界で同日開催するお祭りです。 

平成26年度 平成27年度 

自治体数 2 11 
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  個人番号カードに搭載される「公的個人認証サービス」機能について、民

間分野や行政分野における利活用の拡大に向けて、支援を行います。 

主な政府の方針： 
○経済財政運営と改革の基本方針2015 

 個人番号カード、電子私書箱等を活用したワンストッ

プサービスの実現、政府調達の全工程の電子化等を

通じ、公共サービス改革を推進。 

○「日本再興戦略」改訂2015 

 個人番号カードや法人番号を活用した官民の政府

調達事務の効率化の実現、公的個人認証機能や電子

私書箱機能を活用した官民の証明書類の提出等の 

ワンストップサービスの実現。 

＜目標＞ 

• 安全安心な官民サービスを実現し、国民生活の利

便性を向上。 

• 2017年以降、個人番号カードを活用した各種サー

ビスを順次実現。 

• 調達手続における参入機会を拡大。 

＜主な取組＞ 

① 国の調達手続における個人番号カードを使った本   
人認証等の実現に向けた検討 

② ワンストップサービス実現に必要な電子私書箱機
能の具体化、属性認証の仕組みの検討 

③ テレビやスマートフォンにおける個人番号カードの
読み取り機能・認証実現に向けた検討 

④ スマートフォンへの公的個人認証サービスの利用
者証明機能格納に向けた検討 等 

ケーブルテレビから公的個人認証サービスを活用したサービス例 

利用者は、自宅からケーブルテレビを通じてリモコン操作により、終身年金等の現況確認
を実現。 

【メリット】 
利用者は、行政機関に出向いて証明書を取得する必要がなく、生保会社は、現況確認
届書類の印刷、郵送等の手間とコストを削減。 

Ⅰ   個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進 

【本省における取組】 
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 観光や防災の拠点における来訪者や住民の情報収集等の利便性を高めるため、Wi-Fi
ステーション及びアクセスポイントを配備する事業を推進します。 

観光・防災Wi-Fiステーション整備事業の概要図 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備 

避難場所 

避難所 

防災拠点では、 
耐災害性の高いWi-Fiにより、 

来訪者や住民の 
災害時の安全を確保 

観光拠点では、 
移動環境に適したWi-Fiにより、 

訪日外国人等、観光客の 
利便性を向上 

観光拠点 

文化財 

観光案内所 

自然公園 

博物館 

スマートホン タブレット端末 スマートホン タブレット端末 

役場本庁舎 

・必要な観光関連情報を収集 
・観光客が旅行体験等を発信 

・必要な災害関連情報を収集 
・被災状況等を各所に配信 

観光客・住民等 

Wi-Fiアクセスポイント Wi-Fiステーション 

防災拠点 

Ⅰ   公衆無線LAN整備の促進 
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   過疎地などの条件不利地域や採算が見込めない地域での携帯電話エリア化促進のため、当該
基地局や伝送路の整備費用に対して補助金を交付していきます。 

Ⅰ-１）-② 
 

【携帯電話エリア整備事業】 
（１） 事業主体：地方自治体（市町村）←基地局設備 
           無線通信事業者←伝送路施設 
（２）対象地域：地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など） 
（３）補助対象：基地局費用（鉄塔、局舎、無線設備等） 
         ：伝送路費用（※中継回線事業者の設備の10年間分の使用料） 
（３） 補助率：２／３（世帯数が100以上の場合１／２） 
 

県名 交付件数 

鳥取県 49 

島根県 140 

岡山県 27 

広島県 27 

山口県 19 

管内合計 262 

  中国管内補助金交付件数 
（平成3年度～27年度総事業数） 

Ⅰ   携帯電話等エリア整備の推進  
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 情報通信基盤整備推進事業により過疎・離島等の「条件不利地域」 ※を有する地
方公共団体を支援し、地域の活性化を図っていく上で重要かつ必要不可欠な超高
速ブロードバンド基盤の整備を推進します。 ※ 過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯 

【補助対象及び補助率】 
 対象地域： 超高速ブロードバンド未整備地域であって、過疎・離島等の条件不利地域を含む地方公共団体 
 対象設備： 光ファイバケーブル（海底光ファイバ等の中継回線を含む）、光電変換装置、送受信装置、無線アクセス装置（ＦＷＡ） 
        等（これらに附帯する施設を含む。） 
 補 助 率： 1/3（財政力指数が0.3未満の市町村：1/2、離島市町村：2/3） 

※超高速ブロードバンド：FTTH、CATVインターネット、FWA、BWA、LTE（FTTH及びLTE以外は下り30Mbps以上のものに限る）。（）内は固定系のみの数値。 

電気通信事業者 

一般世帯 

超高速ブロードバンド 
（光ファイバ等、無線も活用） 

超高速ブロードバンド 
（光ファイバ等、無線も活用） 

海底光ファイバ 

一般世帯 

教育施設、医療施設等 

教育施設、医療施設等 
離島 

※ 過疎地域、離島等の「条件不利地域」を含む地域を対象とする。 

【具体的な取組】 
 超高速ブロードバンド基盤の整備の要望把握や相談対応を行います。 

Ⅰ   超高速ブロードバンド環境の整備 
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  中国地域が直面する雇用・医療・教育・農業など幅広い分野での地域課題の解決
に貢献するため、「中国地域ICT産学官連携フォーラム」 を設置し、ＩｏＴ、ロボット、ＡＩ、
ビッグデータ等最新の技術開発成果の社会還元を促進します。 

 
 
 
 
 
 
    

地方自治体の 
課題・ニーズ 

ＩＣＴ企業の 
ビジネスニーズ 

・研究成果の社会での実利用 

・地域をフィールドとする機能検証 

・研究開発支援策の活用 

・最新技術動向や研究成果の発表 中国経済連合会 
産業支援組織 
インキュベータ等 

ICT技術で課題解決 
機能検証への協力 
 

機能検証への参画 
共同研究の実施 総務省の競争的資金 

・ＳＣＯＰＥ 
・I-Challenge 

制度の活用 
成果の展開 

大学の 
研究シーズ 

地域ICT産学官

連携フォーラム
（仮称） 

情報通信研究機構の 
研究シーズ 

課題解決に向けた 
連携とアドバイス 

研究資金の獲得 
共同研究の実施 

支援 

（具体的取組） 

中国総合通信局／中国情報通信懇談会 

《中国地域ICT産学官連携フォーラムの取組》 

Ⅱ   産学官連携体制の強化１ 
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 研究開発委託事業（SCOPE）を通じて、独創性・新規性に富む研究開発の促進や地域

貢献・地域社会の活性化を図るため、大学や中小･中堅企業が提案する地域の特色に
応じた研究開発課題を支援し、ICT分野の研究開発と地域課題の解決、地域産業の活

性化を促進します。 

＜ SCOPEによる地域ICT利活用の推進＞ 

Ⅱ   産学官連携体制の強化２ 

戦略的情報通信研究開発推進事業
「電波有効利用促進型研究開発」
（電波版SCOPE） 

 電波の有効利用をより一層推進する観

点から、新たなニーズに対応した無線技
術をタイムリーに実現するとともに、電波
利用環境を保護するための技術の研究開
発課題に対して研究開発を委託。 

＜ 電波の利活用の促進＞ 

12 



新たな価値の創造 

若手ＩＣＴ研究者 
ベンチャー支援  

ICT利活用による 
地域活性化 

 ベンチャー支援の専門家や産業支援組織等と連携･協働して、地域の産業発展や活
性化等に繋がる起業や活動を支援します。 

Ⅱ   ベンチャー支援 
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5 
7 

8 

15 

0

5

10

15

平成27年12月 平成28年3月 平成28年4月 今後の予定社 

実施事業者数 今後の実施予定：７社 

ケーブル4K開始事業者：８社 （全国：57事業者） 

ふれあいチャンネル開局式典 
 （平成27年12月16日） 

放送事業者 

(株)鳥取テレトピア 
鳥取中央有線放送(株)  
井原放送(株) 
岡山ネットワーク(株) 
玉島テレビ放送(株)  
矢掛放送(株) 
井原放送(株) 
三原テレビ放送(株) 

放送事業者 
デモ展示など 一般向けサービス 

開始時期 開始時期 実施場所等 

日本海ケーブルネットワーク（株） 平成27年12月  鳥取放送センター、お客様サービス窓口、 家電量販店 － 

（株）中海テレビ放送 平成27年12月  本社、商業施設 － 

出雲ケーブルビジョン（株） 平成27年12月  本社 － 

（株)ケーブルネット下関 －  （なし） 平成27年12月 

ふれあいチャンネル（株） 平成27年12月  中国新聞1階ロビー、ちゅーピーメディアプラザ、廿日市メディアステーショ  
 ン、大竹メディアステーション 平成28年2月 

(株)ひろしまケーブルテレビ 平成28年2月  安佐南支局 平成28年2月 

尾道ケーブルテレビ(株) 平成28年2月  尾道メディアステーション 平成28年3月 

(株)倉敷ケーブルテレビ 平成28年4月  本社 平成28年4月 

Ⅱ   ４K放送の推進（ケーブル４K放送） 

○  「ケーブル4K」は平成27年12月に中国地域CATV事業者56社のうち5社が放送を開始し、平成28年4月時点で
8社がサービスを提供し、一般向けサービスは5社が行っています。さらに、7社がサービス提供する予定です。 

○ 4Kコンテンツ制作用機材（カメラ、編集装置）の拡充、コンテンツの充実は今後の課題となっています。 
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 Lアラート（災害情報共有システム）は、公共情報を発信する自治体・ライフライン事業者などと、それを伝える放送事業者・通
信事業者を結ぶ共通基盤であり、情報発信者となる地方公共団体等は、Lアラートに情報発信することで、Lアラートに加入する
すべての者と情報共有が可能であり、多様なメディアを介して住民に情報伝達が可能となるものです。 
 Lアラートが災害発生時等の伝達手法として非常に有効であることから、地方自治体、放送事業者等と連携してLアラートの利
活用と加入促進を推進します。 
 
  【具体的な取組】 
    ・中国管内の県、放送事業者等で構成する中国地域Lアラート連絡会を通じてLアラートの円滑かつ効果的な利活用を促進します。 

 ・自治体の利用を促進するとともに、電力、ガス事業者等の情報伝達者等の参加を促進し、情報伝達内容の拡充を行います。 

Ｌアラート（災害情報共有システム）の概要 中国管内におけるＬアラート加入状況 

【山口県：運用に向け準備中】 

【広島県：H24.6運用開始】 
●情報発信者 広島県、県内全市町 
●情報伝達者 TV３社、FM１社、CATV３社、CFM４社、新聞１社 
●その他 １社 

【岡山県：H27.3運用開始】 
●情報発信者  岡山県、県内全市町村   
●情報伝達者  TV３社、FM１社、CFM２社、CATV４社 

          

【島根県：H26.11運用開始】 
●情報発信者 鳥取県、県内全市町村 
●情報伝達者 TV1社、FM１社、CATV２社その他1社 
●その他 1社 

【鳥取県：H26.4運用開始】 
●情報発信者 鳥取県、県内全市町村、その他３団体 
●情報伝達者 TV2社、CATV５社、CFM２社、新聞１社 
●その他 1社 
 

運用中 
準備中 

平成28年1月25日現在 

Ⅲ   Lアラート利用の推進 

情報発信主体 

パソコン 

多様なメディア 
から情報提供 

情報を収集・フォーマット変換 

デジタルＴＶ 

パソコン 

携帯電話 

生活者（住民） 

データの交換方式の統一 

災害情報等の授受を共通化する仕組みとして 
①情報の収集・配信等の機能 
②データの出力方式に合わせた変換機能 
を有する災害情報基盤システムを構築 

情報を提供 

災害情報共
有システム 
（Ｌアラート） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地方公共団体】 
・避難情報 
  （準備、勧告、指示） 
・避難所情報 
・災害対策本部設置情報       
・被害情報 
・土砂災害警戒情報 
・お知らせ（イベント）情報 
 
 
【交通関連事業者】 
例：交通機関運行（運航）情報 
  
【ライフライン事業者】 
（ガス・水道等） 
例：ライフライン復旧見通し情
報          
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Ⅲ   放送ネットワーク強靱化の推進（民放ラジオ難聴解消支援事業） 

国民生活に密着した情報や災害時における生命・財産の確保に必要な情報の提供を確保するた
め、ラジオの難聴解消のための中継局整備を支援します。  

16 



Ⅲ   放送ネットワーク強靱化の推進（放送ネットワーク整備支援事業） 

被災情報や避難情報など、国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実に提供するため、
災害発生時に地域において重要な情報伝達手段となる放送ネットワークの強靱化を行います。  
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   災害に備え、中国地域の地方自治体における防災行政無線等のデジタル化を促進し
ていきます。特に、市町村から地域住民への情報伝達を行う多様な伝達手段の中でも
中核的システムとしてデジタル同報系防災行政無線の整備・拡充を進めていきます。 

役場 
固定系親局 

文字表示 

複信通信 屋外拡声器 

監視カメラ 

テレメータ監視 

Ⅲ   防災行政無線等のデジタル化の促進 

戸別受信機 

  音声    
＋データ伝送 

（車載）移動局防
災
行
政
無
線
（
移
動
系
）

（市町村・消防本部）

（携帯・可搬）
移動局 消防・救急無線
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地域における電波利用の調査検討（技術試験事務） 
 
  ・ 既に開発されている電波有効利用技術について無線設備の技術基準策定のための技術検討を行いその技術

の早期実用化を図ることを目的とする、「技術試験事務」を実施し、無線局の開設・運用における周波数ひっ迫の
緩和を進めます。 

 
  ・ 中国管内では、平成２５年度に「同報系防災無線システムの低廉化に向けた調査検討」、平成２７年度は「Ｘ帯無

線航行レーダ帯域における気象レーダの利用の検討」を実施。 引き続き、地域ニーズなど把握の上に案件発掘
に努めます。 

Ⅲ   小型気象レーダーの実用化 

 小型気象レーダーの実用化に向け、制度整備や普及促進を支援します。 
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 地震、豪雪、洪水等の災害発生時において、地方公共団体等からの要請により、災害対
策用移動通信機器（簡易無線局、ＭＣＡ用無線機、衛星携帯電話）を貸与する体制を整備
しています。 

災害発生 

関係機関等 

ＭＣＡ 

簡易無線 被災地 

貸出指示 

総務省 
総合通信局等 

被災地
へ運搬 

災害対策本部等 

貸出要請  
 

最寄りの 
配備拠点等 

① 

② ③ 

河川の 状況
は？ 

氾濫
して
ませ
ん。 

準備完
了で
す。 

了
解
。 

 簡易無線 
生活物資の調達
等の連絡手段と
して使用 

 MCA 
災害復旧現場や現地災害対
策本部との間の連絡手段とし
て使用（復旧状況把握、現場
作業連絡、被災者安否確認
等） 

 衛星携帯電話 
災害時の連絡手段と
して活用 

衛星携帯電話 

 貸出し可能な災害対策用移動通信機器は、簡易無線局、MCA無線、衛星携帯電話の３種類で、約2,000台を準備して
います。 
  詳しくは、非常通信確保のためのガイド・マニュアルか下記までお問い合わせください。 

（非常通信確保のためのガイド・マニュアル http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/hijyo/manual/manual/index.htm） 

機器の種類 台数 

簡易無線局 １５００ 
（１０） 

ＭＣＡ用無線局 ２８０ 
（５） 

衛星携帯電話 ３００ 
（５） 

※台数の（ ）内は、広島での備
蓄台数 
（広島での備蓄に不足がある場合は、
隣接地域と連携して対応します。） 

災害対策用移動通信機器の貸与 

      防災関係機関との連携の強化１ Ⅲ  
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 地震、豪雪、洪水等の災害発生時において、地方公共団体や民間事業者からの
要請により、災害対策用移動電源車を貸与する体制を整備しています。 

    これは、災害発生時に電気通信・放送設備の電力供給が途絶し、情報伝達に係る重要な情報通信ネットワークの

維持に支障が生じた場合などは、中国総合通信局（必要に応じて他の総合通信局）から移動電源車を貸与し、重要
な情報通信ネットワークの維持を図ることとしています。 

移動電源車の貸与イメージ 

貸与の基準 

災害の発生により、重要な情報通信ネットワー
クの維持に支障が生じた場合等であり、通信、
放送の確保を目的に電気通信事業設備又は放
送設備の災害応急、復旧対策を行う地方公共
団体又は民間事業者から要請があった場合に
貸与します。 

貸与の条件 

地方公共団体には無償で貸与します。（燃料は
要負担） 
（民間事業者に貸与する際は、適正な対価に
よって貸与します。） 

移 動 電 源 車
の搬送 

 移動電源車の搬送は、総合通信局職員（委託
業者を含む。）又は移動電源車の貸与を受ける
者が行います。 

中国総合通信局 

種類 仕  様 配備先 

中型 ２ｔトラックタイプ（軽油） 
三相２００V １００ｋＶＡ 他 中国、東海及び九州の各総合通信局 

小型 ４ＷＤオフロード対応自動車（ガソリン） 
１００V ５．５ｋＶＡ 

北海道、東北、信越、北陸、東海、近畿
及び四国の各総合通信局 

災害対策用移動電源車の貸与 

      防災関係機関との連携の強化２ Ⅲ  
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☞ 各地域の高等学校やＰＴＡ等
における研修会や勉強会への 

  講師派遣等と連携 

☞ 地域のＮＰＯ等各種団体
等が主催するセミナーや 

  イベントへの参加 

中国総合
通信局 

連携 

☞ ｅ-ネットキャラバンによる研修会、 
シンポジウムやフォーラムの開催 

☞ 啓発資料の作成・配布 

リテラシー向上のための 
草の根レベルでの連携を促進します 

○ 青少年の安心・安全なネット利用環境整備の促進 
    携帯電話、スマートフォンなどの普及や青少年のインターネット利用環境が多様化する中で、ネットいじめ、イン

ターネット空間上の違法・有害サイトやコンピュータウイルスなどの様々なリスクやトラブルから守るため、各地域で関

係者が広く連携し、安心・安全な利用環境の整備促進をスマホ連絡会を中心に図っていきます。 

関係 
事業者 

自治体 

ＮＰＯ 
法人 

安心協 地域の
有識者 

高校 
校長会 

各県警 
小中高 
ＰＴＡ 

消費者
団体 

教育委
員会 

Ⅲ   青少年の安心・安全なネット利用環境整備１ 
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【地域】 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  事業者 
    

有識者 

自治体 

ＰＴＡ 

教育委員会 

小・中・高等学校 
 
 

 

保護者 

教職員 

安心ネット 
づくり 

促進協議会 

青
少
年
・保
護
者
等 

消費者団体 周知啓発 
活動を行 
っている 
団体等 

周知啓発 
活動を 

積極的に 
行っている 
団体、 

有識者や 
ＮＰＯ等 

連携強化 
参加 

呼びかけ 

勉強会・セミ
ナー等の開催
支援・調整パン
フレット等資料

提供 

関係 
省庁 
内閣府 

文部科学省 

経済産業省等 

連 

携 

地域における草の根的な連携体制 

（電気通信事業者、ＩＳＰ事業者、端末メーカー、フィルタ

リング事業者、コンテンツ・アプリ事業者、ＯＳ事業者） 

     
       総合通信局：スマホ連絡会 総務省 

体制整備や運営の支援 

○ スマートフォンの普及を受け、インターネット空間上の違法・有害サイトやウイルスなどのさまざまなリスク 
  やトラブルから守るため、各地域で関係者が広く連携し、安心・安全な使い方などリテラシーを高めます。 

周
知
啓
発
活
動
の
実
施 

①総務省等に
よる取組 

②PTA等の内部会
合での説明 

③関係事業者 
 における取組 
 （携帯電話事業者等） 

青少年の安心・安全なネット利用環境整備の促進 

Ｖｅｒ２ Ⅲ   青少年の安心・安全なネット利用環境整備２ 
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   国民の生活に密接に関係する警察、消防、防災行政無線等の重要無線通信に混信・妨害が発生 
  した際には、各地に設置された電波監視施設（センサ局）により電波発射源の位置を特定し、混信 
  障害の発生した場所の近辺においては、移動探査車や各種測定機器を用いた調査を行い、混信源 
  を迅速に排除していきます。   

調査 

 速やかに電波混信・障害を 
解消するための措置 

無線局の正常運用の確保、秩序の維持 

センサ局 

不法無線局、ＴＶ受信ブースター、外国規格無線機、
電子機器など 

移動探査車 

警察用無線 

携帯電話 消防用無線 

測定機器等 
による調査 

混信・障害の発生 

電波発射源の調査 
航空、船舶無線 

列車無線 

24 

Ⅲ   重要無線通信妨害への迅速な対応 



 
 
 
 

 
 

 
２６．１ＭＨｚ～２８ＭＨｚの周波数を使
用する不法無線局 

   重要無線通信や日常の電波利用への妨害の原因となっている不法市民ラジオ及び不法アマ
チュア無線など不法無線局について、警察署や海上保安署の協力を得て、路上や港湾などで
共同取締りを実施するとともに、電波監視システムや移動監視などにより所在を確認した不法・
違法無線局について、告発を含め指導を強化していきます。 

 
 

 
 

 
 

 
主に、１４４ＭＨｚ～１４６ＭＨｚ、４３０
ＭＨｚ～４４０ＭＨｚ及びこれらに隣接
する周波数を使用する不法無線局 

不法市民ラジオ 不法アマチュア無線 

Ⅳ － ２） －② 

路上での取締り 港湾での取締り 

 
 

 
 

 
 

 
小電力（1W程度）27MHz帯の周波
数を使用する不法無線局 

不法船舶用無線 

電波監視システム 

Ⅲ   不法・違法無線局対策 
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  「電波利用環境保護周知啓発強化期間」を中心に、電波を正しく理解・利用していただくために、電波
適正利用推進員による電波教室の開催などの協力を得ながら、周知・啓発を行います。また、説明会の
開催などを通じて、身近にある電波の安全性や正しい知識の普及に取り組みます。 
 さらに、電波を利用した機器を販売している店舗等を訪問し、電波利用ルールの周知を行うとともに、
試買テストにより、基準を逸脱した無線機器（電波を利用した機器）の製造・販売業者に対して、製造・販
売自粛や改善等を求めていきます。 

○ 電波の性質や人体への影響、国際機関で
の取り組みについて、最新の研究動向など
を専門家から説明 （年２回開催） 

電波の安全性に関する 
説明会の開催 

電波適正利用推進員による 
「電波教室」の開催 

周知用ポスター 

○新聞や電車中吊り、自治体や関係機関で
のポスター掲示、リーフレット配布を実施 

流通分野における周知啓発 

Ｈ２７年度 周知啓発ポスター（電車中吊り用） 

※ 特定無線設備の技術基準適合証明等の
マークのこと。 

試買テストで基準不適合と 
判明した無線機器 

スマートフォンにも技適マークがあります 

○ 小学生等を対象として、電波の仕組みや電
波の正しい利用（ルール）について学んでも
らうことを目的に、管内各地で開催 

○ 勧告公表制度の施行（5月21日）を踏まえて、
製造･販売業者への対応を強化 

  （ワイヤレスチャイム）     （防犯アラーム） 

○ 無線機器を販売（ネット通販含む。）し
ていると思われる店舗等に対し、電波
利用ルールの周知・啓発（技適マーク
※の確認、外国規格無線機の販売自
粛等）を実施 

Ⅲ   電波利用ルール及び電波の安全性の周知の推進 
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